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味覚と視覚の境界
─ 1960 年代米国における食品規制と企業戦略─

久野　愛

1．はじめに

私たちがある食べ物を「美味しそう」「新鮮そう」と感じるにあたって，色や視覚は大きな役
割を果たしている１）。近年，欧米を中心に研究が進められている感覚史研究は，味覚や視覚といっ
た五感は個人の身体的現象にとどまらず，文化や歴史に規定されることを明らかにしてきた２）。
こうした議論を踏まえ本論文では，主に 1960 年代から 70 年代のアメリカ合衆国（以下，米国）
において，食べ物の色̶特に人々が「自然」「正しい」と思う色（例えば赤いトマトなど）̶が，
食品企業の生産・マーケティング戦略，政府の食品規制，色の再現を可能とする技術的発展，
消費者の文化的価値観の変化の中で構築されてきた過程を明らかにする。主に食品着色料産業，
食品産業，連邦政府の役割に焦点を当て，政府とビジネスとがいかに複雑に関連しながら，食
品の味そして見た目が作り出されてきたのか，さらには企業の食品生産・マーケティング戦略
や政府の規制によって食がいかに様々な形の「支配」によって生み出されてきたのかを考察する。
第二次世界大戦後，米国では，多種多様の食品，家庭用品，広告，ハリウッド映画，ポピュラー
音楽が「豊かな社会」の象徴として登場した。特に 1959 年の「キッチン・ディベート」で当時
米国副大統領だったリチャード・ニクソンがソビエト連邦（当時）のフルシチョフ大統領に対
して述べたように，これら数々の消費財や新しい生活スタイルは，アメリカ資本主義の勝利を
象徴するものでもあった３）。戦後，前例のない経済成長とともに押し寄せた新しい消費主義社会
は，人々が何をどのように消費するかや，消費者としての自己認識を根本的に変化させること
にもなったのである。
本論文は，戦後米国における大量消費文化の拡大，食品産業の技術的発展と市場拡大，食品
規制の制度化という社会的・政治的背景の中で，視覚と味覚が食品企業にとっていかなる役割
を果たしてきたのか分析する。これは，従来の特に経営史研究の分野で企業戦略やその変遷・
影響は主に経済的要因から分析されてきたのに対し，政治的・社会的・文化的要因とも相互的
な関係性があることを示唆するものである。1990 年代以降，歴史学を含め様々な研究分野で文
化論的転回を始めとする新たな方法論が模索される中，経営史研究においても特に米国を中心
に文化研究や社会史の視座を統合した領域横断的手法の導入が試みられてきた４）。本論文は，企
業戦略と社会的・文化的要因との双方向的な関係を明らかにしようとするこうした経営史研究
をさらに発展させ，感覚史研究者らが「感覚的転回（sensory turn）」と呼ぶ，感覚の社会的・
歴史的役割に注目する。1870 年代以降，工業化や市場拡大にともない，企業は，大規模生産と
組織化された経営体制のもとで新たな企業戦略を生み出してきた。だが，技術革新と大量生産・
大量消費を特徴とする消費主義経済においては，単に企業の組織的変化や生産・マーケティン
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グ戦略が変化しただけではない。すでに19世紀末以降，ソースティン・ヴェブレンやヴァルター・
ベンヤミン，テオドール・アドルノら批評家・研究者が視覚や聴覚への影響を含め消費活動の
心理的・身体的変化に注目したように，消費者の五感に訴える商品やマーケティング手法がよ
り巧妙になったことで，人々の五感の感じ方や感覚を通した周辺環境の認知の仕方にも多大な
影響を与えたのである５）。

2．食品着色と規制のはじまり

食品の着色は，古代エジプト時代から行われてきたもので，時代や地域によっても異なるが，
サフランやアナトーなど植物由来の着色料や，コチニールと呼ばれる乾燥させた虫から抽出し
た色素などが広く用いられていた。19 世紀に入り，ドイツを始め欧米諸国で化学産業が発達す
る中，化学合成によって生成された人工着色料（以下，合成着色料）が誕生し着色の歴史を大
きく変えることとなった。世界で初めて作られた合成着色料は，イギリス人化学者ウィリアム・
パーキンによって作られたモーブという紫色の色素である。その後，他の色についても合成着
色料が生成され，当時は食品産業ではなく繊維産業や印刷業界の間で広く用いられるようになっ
た。これまで使用されていた植物由来の天然着色料は，合成材料に比べ高価であり，また褪色
しやすいため色を長期間保つことが困難であった。また，異なる色の合成着色料を混ぜること
によって無限に数多くの色を作り出せるようになったのである６）。
合成着色料が広く米国食品業界で用いられるようになったのは 1870 年代以降である。当時の
合成着色料は，コールタール色素（またはタール色素）と呼ばれる石炭由来の染料で，人体に
有害な物質が含まれている場合もあった。そのため食品に用いる場合には，それら不純物質を
除去する必要があり，繊維や印刷向け染料よりも手間と技術力を要した。食品向けの合成着色
料が次第に広まったことによって，加工食品会社は，より安価かつ容易に，規格化・標準化さ
れた食品の色を再現できるようになった。この時期の食品産業は，工業化・機械化の進展によ
り大量生産体制が急速に進み，また缶詰など新しい加工食品の生産が急増した７）。拡大を続ける
国内食品市場に向けて，安価かつ大量に標準化された食品を生産するため，合成着色料は不可
欠な生産材料として用いられるようになったのである。
だが，当時食品に使用されていた合成着色料は，精製が不十分で有害物質を含んだものも多
く市場に出回っており，米国のみならずヨーロッパ諸国や日本でも食品着色により健康被害が
大きな社会問題となった８）。米国では20世紀初頭まで，州レベルでの食品規制は存在したものの，
連邦政府が定める全国レベルでは着色料の使用が規制されていなかった。20 世紀に入り，連邦
政府はこれまで市場に氾濫していた有害な食品・材料の取り締まりに乗り出し，1906 年，連邦
食品・薬品法を制定した９）。同法は，有害な着色料の使用を禁止することで，有害物質の使用規
制に一定の効果をあげた。同時に，7種類の合成着色料を「認可着色料」と指定し使用を公的に
承認したのである 10）。政府がお墨付きを与えたことで，食品企業による認可着色料の使用は急
増し，人工的に着色された食品がアメリカの食卓に一層上るようになった。合成着色料メーカー
は，政府に認可された着色料であることを宣伝文句として用い，安全が保証されていると謳っ
た（図 1）。つまり，食品・薬品法は，連邦初の食品規制法であるとともに，人工的な食品の着
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色が不可欠かつ正当な食品生産過程であることを連邦政府が認め，人工着色を推進することに
もなったのである 11）。
食品産業界の中で，いち早く合成着色料の使用に乗り出したのが酪農家，特にバター生産者
らであった。バターは，合成着色料が誕生する前より一般的に着色が行われており，遅くとも
14 世紀にはヨーロッパで着色が始まっていた。バターの色は，その原料となる牛乳の色に左右
され，一年を通して一定した色ではなかった。6月頃から秋にかけて牛が主に緑色の牧草を餌と
する時期には，草に含まれるカロテンやその他の色素により乳は黄色っぽいクリーム色になる。
一方，秋から冬にかけては牛の餌は主に穀物や枯草で，乳およびそれから作られるバターは白
色になる。初夏から夏にできるバターは明るい黄色となり，生産者らの間では「June color」と
呼ばれ，バターの理想的な「正しい」色とされた。それは，色が明るいことと同時に，草の栄
養素のおかげで香りも強く味が良いとされたためでもある。酪農家らは，年間を通して同じ色
のバターを供給するため，冬の白っぽいバターに色をつけて販売するようになったのである。
当初は，マリーゴールドや人参の絞り汁，アナトーと呼ばれる中南米原産の植物から採れる着
色料を用いていたが，1870 年代以降は主に合成着色料が使われるようになった。着色料メーカー
の中には「バターカラー」と呼ばれるバター着色専用の合成着色料を販売する企業も現れ，酪
農家の間で着色料の需要が大きかったことが分かる（図 2）。

図1　食品着色料メーカーKohnstamn & Co. 広告。同社は，19世紀末に米国で食品向け合成着色料を製造した
最初のメーカーの一つである。Confectioners’ and Bakers’ Gazette 34, no. 373（October 10, 1912）: 37.
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1910 年代から 20 年代にかけて新たな食品着色料の開発および政府による認可が進み，当初 7
種類だった認可着色料は，1931 年までに 15 種類まで増大した 12）。着色料の使用が増える一方で，
1906 年の連邦法の問題点も浮き彫りとなり，その改正を求める声が政府内外から高まったので
ある。まず一つには，1906 年法は認可着色料について規定を定めたものの，その使用を食品企
業に義務付けてはいなかった。企業は，商品にラベルをつけてどのような着色料を使用してい
るか明記していれば，認可着色料以外の添加物を使用することが可能であった。また，同法に
よる取締りを行う米国食品医薬品局（FDA）の権限が小さく，効果的な規制がなされていなかっ
た。そこで 1938 年，連邦政府は 1906 年法を改定し，さらに食品と医薬品に加えて規制対象を
化粧品にまで広げ，連邦食品・医薬品・化粧品法を制定した 13）。これにより FDAの権限が大き
く増大するとともに，認可着色料の使用を義務付けるなど，政府による食品規制が拡大するこ
ととなった。1938 年法は，その後 20 年間にわたり，食品や医薬品・化粧品に掛かる米国民の健
康を保障するための法的基盤として位置付けられた 14）。

3．第二次世界大戦後食品産業の発展と消費者運動の高まり

第二次世界大戦後，1950 年代から 60 年代にかけて食品産業，特に食品加工業が急速に発展し
た。乾燥加工技術や冷凍技術などの進展や多種多様な合成化合物の開発によって，様々な新し
い食品が米国の食卓に並ぶようになった。卵と水を混ぜるだけでケーキを作ることができるケー
キミックスや，カラフルなゼラチンデザートの「ジェロー」，一つの箱の中に一食分のメイン，

図2　Wells & Richardson Co. の「バターカラー」広告。Chicago Dairy Produce 23, no. 1（May 1916）: 25.
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サイドディッシュ，デザートを詰めた冷凍食品「TVディナー」など，斬新さと便利さを兼ね備
えた食品は戦後米国の豊かな社会を象徴的に反映したものでもあった。これら加工食品は，着
色料や香料を始め多くの合成添加物を含んでおり，食品業界の中で化学物質の使用が急増した。
米国食文化史家ハーヴェイ・レヴェンスタインによれば，1950 年代に米国の食品化学産業は「黄
金時代」を迎えたのである 15）。
これら合成食品添加物は，1938 年に制定された連邦食品・医薬品・化粧品法の規制対象であっ
たものの，同法による規制は不十分で，化学物質による健康被害が拡大した。例えば，1950 年秋，
オレンジ色のハロウィーンキャンディを食べた子供たちが下痢や腹痛を訴え，1955 年には赤と
緑のカラフルに着色されたポップコーンを食べた 200 人近い人々が健康に何らかの異常をきた
した 16）。これらキャンディやポップコーンに用いられていた着色料は，1938 年法で使用が認め
られたもので，規制の見直しの必要性が明るみに出た。これまで着色料の有害性に関する検査は，
着色料メーカーが行いそのデータを連邦機関の一つである農務省に提出し，同省の化学者がさ
らに審査を行っていた。このため政府の負担が大きく，着色料の審査には時間がかかり，また
その毒性を十分に審査することが困難であった 17）。
1950 年代の食品被害をきっかけに，連邦政府は，1958 年には食品添加物改正法，2年後には
着色料に特化した着色料改正法を制定し，食品規制強化に乗り出した 18）。そして，着色料改正
法では，当時認可されていた合成着色料の全てについて毒性を再検査することが定められ，安
全性の再確認を図るに至ったのである。ただ，同改正法には食品企業や着色料メーカー，化学メー
カーなど関連産業への打撃を最小限に抑えようとする政府関係者らの思惑を反映したものでも
あった。例えば，「無害（harmless）」の定義に関しては，いかなる分量であっても動物実験で
何らかの被害が認められた場合には「有害」であるいう見解は退けられ，たとえマウスに健康
被害があったとしても人が通常の食事で体内に摂取する着色料の分量が，被害を及ばす量より
も少ない場合には，その着色料は「無害」であると定められた 19）。
連邦政府による食品規制の不十分さや拡大する健康被害に対して，1960 年代以降消費者運動

が高まりを見せることとなった。大量消費社会の台頭や資本主義の拡大，それらによる弊害，
特に環境問題の深刻化などにより（例えば，レイチェル・カーソンが 1962 年に出版した『沈黙
の春』は大きな話題を呼んだ），知識人・社会運動家らが一般消費者に働きかけるとともに連邦・
州政府に法改正を訴えた 20）。特に，消費者運動の中で多くの支持を集めたのが，後に大統領選
にも出馬した弁護士のラルフ・ネーダーである。ネーダーは，消費者団体を立ち上げ，自動車
の安全性や，食品偽装・食品の安全性について政府に対するロビー活動やメディアを通した抗
議活動を行ったほか，彼の消費者団体の一つは，合成着色料の使用禁止を求める運動に特に尽
力した 21）。また，ネーダーのもとでボランティアとして働いていたマイケル・F・ジェイコブソ
ンも後に独自の消費者団体を組織し，合成着色料の健康被害を含め食の安全性を訴える運動を
開始した。生物学者であったジェイコブソンは，合成着色料を化学的に分析し，いかに有害な
物質が食品に含まれているかを著書の中で消費者に訴えた 22）。
連邦政府は，合成着色料の再検査を実施する中，その使用について徐々に厳しい判断を下す
ようになった。1955 年から 60 年にかけて，11 の合成着色料の食品への使用が禁止された 23）。
その中の一つは，バターやチーズ，マーガリンなど黄色やオレンジ系の油脂やその他の食品に
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利用されていた黄色 3号である 24）。また，1950 年と 55 年に健康被害をもたらしたキャンディー
とポップコーンに使用されていた着色料（それぞれ橙色 1号と赤色 32 号）も食品への使用禁止
が決まった 25）。ただネーダーやジェイコブソンらは，全ての合成着色料の一斉禁止を求めたが，
政府内では合成着色料は食品生産に不可欠の材料であるという認識が強く，また着色料産業や
食品産業への影響も考え，着色料の全面禁止は実現しなかった 26）。例えば，農務省で食品研究
に携わっていた化学者の一人は，1959 年の同省年次報告書の中で，色は「食品の品質を示す重
要な要素の一つ」であり，「人々の頭の中では，食品の品質と色の関係は非常に強く結びついて
いるため，我々が考えるあるべき見た目に合致させるため，多くの食べ物に人工的に色をつけ
ているのだ」と主張した 27）。着色料および食品の安全性を保つことは前提としつつも，「自然な
（あるべき）」色を作り出すために人工的な着色をすること自体は問題視されなかった。また，
着色料メーカーの一部は，認可着色料産業委員会（Certified Color Industry Committee）と呼ば
れる産業団体を結成し，着色料規制に関して政府にロビー活動を行うなど，多くの合成着色料
が使用禁止にならないよう働きかけを行ってもいた 28）。
連邦政府，消費者団体，産業団体が食品規制に関してせめぎ合いを続ける中で，1960 年代に
最も議論を巻き起こした着色料が赤色 2号である。赤色 2号は，他の赤色着色料に比べて安価
であるだけでなく，褪色しづらく，さらにその色味は多種多様な食品に利用することができた。
例えば米国では，清涼飲料水やアイスクリーム，ケーキ，スナック菓子，ハムやソーセージな
どの食肉加工品，調味料など幅広い食品に使われていた 29）。また，1906 年に連邦最初の食品規
制法が制定された際，政府が認可をした最初の合成着色料がこの赤色 2号であり，その後数十
年の間，安全な添加物の一つとして政府も研究者も認識していた 30）。
だが，1950 年代に初めて赤色 2号の安全性を疑う調査結果が発表され，その後 1960 年にはソ
連の研究者が発癌性を持つ物質だと公表した 31）。米国政府および研究者の一部は，ソ連の研究
は信憑性に欠けその結果を信じることはできないという見解を示し，その後も赤色 2号は米国
で使われ続けることとなった 32）。多くの消費者団体は，政府が企業と手を組み消費者を危険に
陥れていると訴え，早期に使用を禁止するよう求めた。新聞記事でも赤色 2号に関する記事が
多く取り上げられるようになると，消費者は抗議や安全性に関する疑問を綴った手紙を政府に
宛てて送ったりもした 33）。ネーダーの赤色 2号に関する記事を読んだという女性は，本当に健
康被害をもたらすのか政府の説明を求めた。これに対し政府関係者らは安全性に問題がないこ
とを強調し，企業利益のために国民の健康を蔑ろにしているわけではないことを訴えた 34）。赤
色 2号の安全性をめぐる議論は 20 年近く続き，消費者団体らの反対活動に屈する形で，1976 年
にようやく連邦政府は使用禁止を発表した 35）。
当初，赤色 2号の有害性やソ連の研究結果に懐疑的だったのは米国政府だけではなく，着色
料の有害性やその規制をめぐる対応は国によって様々であった。ドイツは米国と同様に赤色 2
号の使用を全面禁止した一方，フランスとイタリアは一部の食品のみへの使用を認め，イギリス，
カナダ，オーストラリア，日本では使用が禁止されることはなかった 36）。これは，食品や使用
される添加物の安全基準が国によって異なっているためで，食の「安全性」が社会的・政治的
に構築されたものであるとも言える。
米国で赤色 2号の使用が禁止されたことで，食品企業は商品生産・マーケティング戦略を新
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たに模索する必要に迫られた。解決策の一つは，別の赤色着色料を使用することで，代替品と
して最も広く利用されたのが赤色 40 号である。これは赤色 2号に似た色ではあったものの，値
段が 2号よりも高く，食品によってはくすんだ色になってしまい，完璧な代替品とはならなかっ
た 37）。さらに，赤色 40 号の安全性にも疑問が持たれており，米国政府が使用を認めた一方で，
赤色 2号を禁止したカナダでは，安全性を担保できないとして 40 号の使用を禁止した 38）。
赤色 40号のような代替品を使用する企業がある中，赤色を使わない企業も現れた。チョコレー

ト菓子メーカーのマーズ社は，1976 年に看板商品でもあるM&Mから赤色を外すことを決定し
た。同社によると赤色のM&Mに赤色 2号は使用していなかったが，赤色が多くの消費者に不
安を与えることを危惧して赤い商品の製造を中止した。1985 年に赤色を復活させるまでのおよ
そ 10 年間，赤いM&Mは市場から姿を消すこととなった 39）。

4．天然着色料と「自然な」色の開発

合成着色料の安全性が疑問視される中，それに代わる着色料として自然由来の天然着色料の
開発も 1950年代頃から進められた。天然着色料の食品への使用が本格化するのは 2000年に入っ
てからではあるものの，より「安全」でより「自然」な着色料への関心は消費者および食品業
界の中で 20 世紀半ばより徐々に高まりを見せ始めていた 40）。
天然着色料の中で当時最も多く利用されていたものの一つはアナトーと呼ばれる色素で，中
南米原産の樹木の実から取れる。黄色またはオレンジ色に着色することができ，バターやチー
ズには古くから用いられ，加工食品産業が発達した 19 世紀末以降，マーガリンや様々な食品に
利用されていた 41）。黄色やオレンジ色の食品には，カロテノイドと呼ばれる色素も広く食品業
界で用いられていた。パプリカに含まれるカプサンシンと呼ばれる色素や，人参のベータカロ
テン，トマトのリコピンなど，これらの総称がカロテノイドである 42）。
アナトーやカロテノイドのように比較的一般的に食品に用いられてきた天然着色料はあった
ものの，商品化するためには経済的・技術的問題が多く存在した。まず概して天然着色料は値
段が高く，大量生産で作られる安価な食品には不向きであった。また，熱や光，酸素に弱く，
例えば強い光に当たったり，長時間空気に晒されたりすると褪色してしまうため，長期保存や
長距離輸送が困難であった。さらに天然着色料はその色味が合成に比べて薄く，思うような色
の再現性を実現することができなかった 43）。天然着色料の商品化がなかなか進まなかった理由
には，こうした着色料そのものの特徴のほか，連邦政府による規制も関係していた。市場に着
色料を出す前の安全性試験を，それまでは政府機関が行っていたのに対し，1960 年の着色料改
正法によって，合成・天然に依らず業者がその試験を行うことが義務付けられ，それにかかる
費用も全て企業が負担することとなった。こうした金銭的負担は，技術的開発の難しさと合わ
せて，企業が着色料開発や市場開拓を進めるインセンティブを低下させていたと言える 44）。
食品企業の中には，規制法の対象とならない野菜・果汁を着色料の代わりに用いるものもあっ
た。野菜や果物を絞って抽出された果汁は，着色料のような「添加物」ではなく「原材料」と
して扱われるため，添加物よりも規制が厳しくなかったからである。着色料は，例え植物由来
の天然着色料であっても，商品化された天然着色料は野菜など植物から単純に搾り取った色素
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ではなく，原材料として扱われる果汁以上に一定の人工的加工が必要だったからである 45）。果
汁の場合，着色料のように明確な色が出なかったり褪色しやすかったりするなど，着色機能は
高くないものの，食品によっては，政府の煩雑な認可プロセスを経て着色料を利用するよりも
容易かつ安価であった。
また，褪色など天然着色料の技術的問題を解決するため，着色料メーカーは，化学合成によっ
て「天然」着色料を生成する技術開発に取り組んだ。連邦政府の食品規制では，物質の分子構
造が同じであれば，それが自然由来であっても化学合成によって作られたものであっても同一
のものと見做していた 46）。このような化学合成によって作られた最初の「天然」着色料が，
1950 年に開発が成功したベータカロテンで，自然由来の色素ではカボチャやニンジンなど緑黄
色野菜の多くに含まれている 47）。この技術をもとに，1954 年，スイスの製薬企業エフ・ホフマン・
ラ・ロシュがベータカロテンの商業化に成功し，2年後には米国政府の認可を得て販売されるこ
ととなった。化学合成によって作られた「天然」着色料は，自然由来のものよりも値段が安く，
褪色しづらいなどの理由から徐々にその利用が増加し，中でもベータカロテンは最も多く利用
される着色料の一つとなっている 48）。
こうした 1950 年代以降の着色料メーカーや食品企業の新たな動きは，食の安全性向上やより
自然で健康な食品の市場拡大を目指したものとも捉えられる。だがこれは，大量生産や加工食
品が誕生する 19 世紀末以前の世界に戻ったわけではない。第二次世界大戦後，産業化や食品加
工技術の発達，人々の生活環境の変化，特に女性の社会進出や核家族化，都市化の進展による
食生活が大きく変化する米国社会の中で，新たに作り出された「安全性」「自然性」であり，自
然観の転換とも言える。例えば，植物から抽出された天然着色料であっても，商品として市場
に出すためには人工的加工が必要で，必ずしも「自然」な状態とは言えない。またベータカロ
テンのように化学合成によって作り出された「天然」着色料も出現した。
また，天然着色料は人体には害のないものとして考えられ，20 世紀初頭に食品規制法が制定
された当時より，米国政府は天然着色料の規制はしていなかった。しかしながら，天然着色料
と呼ばれる自然由来の色素の中には，人によってアレルギー反応を起こすものもあり，必ずし
も安全とは言えない。食品を始め，衣類や絵画など数世紀にわたり利用されてきた赤い色素コ
チニールは，広く用いられていたこともあって多くの症例が報告されている 49）。このコチニー
ルを米国政府が規制を始めたのは 2009 年になってからである 50）。
さらに，人々が「自然」だと思う色を再現するために，別の食品から抽出された色素を用い
ることもある。イチゴ味の飲料や菓子などを作る際，例えばトマト由来のリコピンと呼ばれる
色素を使ってイチゴの色を表現することがある。リコピンは天然着色料に分類される自然由来
の色素ではあるものの（またトマトの味や香りはしないが），それをイチゴの色に用いることで，
より「自然な」色を人工的に作り出していると言える。合成着色料の全面使用禁止を訴えたネ
イダーやジェイコブソンらは，食品の着色そのものには反対しておらず，必ずしも人工的に色
を作ることを批判したわけではなかった。また，鶏に海藻を食べさせることで黄色味のかかっ
た肉や皮，卵の黄身をより美味しそうな色にしたり（連邦政府は 1961 年に鶏の餌に海藻を混ぜ
ることを合法化した），養殖の鮭の餌に赤い色素を混ぜてピンク色の身を作り出したりするなど，
加工食品の着色のみならず，動物の育成過程においても色は操作されてきた 51）。
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レイモンド・ウィリアムズが述べたように，「自然」の歴史とは人類の歴史であり，何が自然
であるかは歴史的な変化の中で生み出されてきたのである 52）。本来，野菜や果物，動物・魚の
肉の色とは，動植物の生態的特徴や外的環境によって出現するものであるが，着色料の開発や
技術的発展により，食品生産者らは，生育環境や気候の変化などの要因に依らず常に一定の色
の食品を提供するため，色を単なる外的要因として操作するようになった。塩や胡椒をひとふ
りして味付けするように，着色料を混ぜれば，消費者が「正しい」「自然」だと思う色を簡単に
作り出せるようになったのである。

5．おわりに

1960 年代から 70 年代にかけて，食品産業は大きな変化期を迎えた。第二次世界大戦後の食品
加工技術の発達に加え，拡大する合成添加物の使用は，消費者に便利さを与えた一方で，健康
被害を拡大させた。また，環境問題への関心の高まりとも相まって，大量消費社会，そして資
本主義システムによる弊害が消費者運動の拡大へと繋がっていった。消費者意識の変化は，米
国連邦政府の食品規制や食品企業の生産・マーケティング戦略にも影響を与え，これら三者が
拮抗しながら，新たな食の安全性，さらには自然観を生み出すこととなった。つまり，「自然」
と「人工」という概念は密接に関係しており，その境界は流動的である。
また，加工食品に加える着色料や動物の飼育に用いる餌など様々な方法を用いて作り出され
た食品の色は，単に自然界に存在する色を再現したものではなかった。さらに重要な点は，人
工的に作り出された色を人々は「自然な」色だと認識するようになったことである。トマトの
色素を用いたイチゴ味の飲料や海藻を餌にした鶏の色は，「自然」と「人工」の線引きの難しさ
とともに，自然や自然性に対する認識が文化的・社会的・政治的な産物であることも示唆して
いる。
食品企業による食品の色の操作は，味覚を視覚的に表現し，より美味しそうな商品を作りだ
す戦略の一つでもある。食品の着色は，古代より様々な地域・文化圏で行われてきたものであ
るが，19 世紀末に食品の大量生産・市場拡大とともに合成着色料や技術発達により，「自然な」
色を人工的に作り出すことは，食品業界の中で不可欠な企業戦略の一つとなった。だがこれは
単なる企業戦略の変化に留まらず，人々の五感を通した周辺環境の認識の仕方が大きく変化し
てきたということでもある。レモン味のキャンディーやイチゴ味の菓子類は，自然界に存在す
る実際のレモンやイチゴの色と似てはいるものの同じではない（味も実際のレモンやイチゴと
は異なる）。だが，そうした人工的に作られた色（や味）を日常的に目にし，口にすることでレ
モンやイチゴを模した食品だと認識するようになる。人工的に創り出された世界は自然の一部
となり，その環境を感じとる人々の五感も技術的・文化的変化に合わせて感じ方が変化してきた。
食生活の変化および食ビジネスの変化は，こうした感覚の歴史性や社会性をより深く理解する
重要なレンズでもある。
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